
 

 
 

「くるみん認定」取得のお知らせ 
 

 当社は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に関し、一定の基準を満たした企業として、2025 年

11月 26付厚生労働省より「くるみん認定」を取得いたしましたので、お知らせいたします。 

 

                       

 

本認定は、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための取り組みを積極的に推進し、一定の成果を上げている企業に対

して付与されるものです。 

 

当社は、今後もすべての社員が働きやすい職場環境の整備に努め、仕事と家庭の両立支援をより一層推進してまいります。 

 

くるみん認定とは 

「くるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・実施し、かつ一定の基準を満たす

企業として、厚生労働省が認定する制度です。 

認定には、育児休業の取得実績、両立支援制度の整備、周知の取組状況など、複数の要件を満たすことが求められます。 
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